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２ 事業計画の点検・評価を行う内容について 

 ① 事業実施状況確認表 【資料３】 

 ② 数値目標実績表   【資料４】 

 ③ 重点施策の取組状況 【資料５：当日配付予定】 
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事業計画の点検・評価 

高知市子ども・子育て支援推進委員会 

（庁内組織 ※重点施策の関係課で構成） 

 
子ども・子育て支援事業計画 

の策定又は変更 

子ども・子育て支援の推進 

取
組
状
況
等
を
集
約 

高知市子ども・子育て支援会議 

（第三者機関） 

事務局から報告 

報告内容へのご意見 

子ども・子育て支援に資する 
施策の検討及び連絡調整 

子ども・子育て支援事業計画 
に定めた重点施策の推進 

事業内容への反映 

計画に定めた施策に関係する各担当課 

取組状況等を高知市
ホームページ上で 

公表 

○高知市子ども・子育て支援事業計画 ［序論 ６ 計画の点検・評価］ 

 

本計画における各施策等の達成状況について，定期的に点検・評価を行います。特に，各施策を推進

するために設定する数値目標については，達成が可能かどうかの評価を行います。 

これらの点検・評価の結果については，高知市子ども・子育て支援会議に報告するとともに，同会議

の議事録や提出資料を本市のホームページで公開し，市民への周知や意見の聴取に努め，その後の計画

の実施や見直し等に反映していきます。 

事務局から報告 

報告内容へのご意見 

① 重点施策の取組状況について報告 

資料５（当日配付予定） 

② 資料の配布のみ 

  ・資料２ 

  ・資料３ 

  ・資料４ 

③ 重点施策の取組状況［資料２～５］へのご

意見・ご質問 

④ 重点施策の今後の取組方針（評価） 

   資料及び高知市内部評価（資料２参照）

を参考に，各施策の今後の取組方針につい

て評価を行う。 
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高知市子ども・子育て支援事業計画 重点施策の点検・評価

[1]　概要

[2]　今後の方向性

①

②

③

④

⑤

・産婦健診事業 【母子保健課】

主な関連事業等【施策関係課】

・妊産婦子育て相談はぐくみ（妊婦も対象）

・こうちし子育てガイドぱむ

・パパママ教室

・乳児家庭全戸訪問事業

【母子保健課】

・家庭訪問

・産後ケア事業

・妊婦一般健康診査

・継続看護連絡票

・保健指導

・パパママ教室

【母子保健課】

【母子保健課】

不妊に悩む人への支援については，今後も国の動向を見な
がら不妊治療費助成事業を継続します。

・不妊治療費助成事業 【母子保健課】

喫煙，飲酒，歯周病などの知識の普及や啓発を行うことに
より，若い女性の健康への意識を高め，早産予防などにつな
げていきます。

【母子保健課】

【母子保健課】

【母子保健課】

・妊婦歯科健康診査

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

【母子保健課】・健やか親子アンケート調査

・妊産婦子育て相談はぐくみ

【母子保健課】

・パパママ教室

【母子保健課】

・多胎家庭支援事業 【母子保健課】

・多胎ミーティング

令和４年度実施事業

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

【母子保健課】

重点施策①　妊娠期からの切れ目のない支援

　妊娠期の適切な母体管理のため，若い女性の健康への意識を高め，妊婦健康診査の重要性
の啓発や早産の恐れのある妊婦への支援を行うとともに，妊娠期からの関わりにより出産・
子育て期への切れ目のない支援につなげていくため，必要な情報の提供や支援を行う体制を
整備します。

早産予防のため，妊娠中の健康管理の重要性についての啓
発及び保健指導の充実に取り組むとともに，医療機関との連
携を強化していきます。

【母子保健課】

【母子保健課】

【母子保健課】

【母子保健課】

妊娠期から出産・子育て期への切れ目のない支援を実施す
るために，母子健康手帳交付時に全妊婦と面接し，妊婦やそ
の家族に必要な情報の提供や相談・支援が行える体制の拡充
に努めていきます。

【母子保健課】

【子ども育成課・母子保健課】

出産し退院後間もない母子に対して，心身のケアや育児の
サポート等きめ細かい支援を実施し，産後も安心して子育て
ができる体制を構築します。

【母子保健課】

施策体系 １ 子どもの誕生と健やかな成長への支援の充実
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[3]　施策に関連する主な事業等の実施状況

別添資料４「実施状況等確認表」のとおり

[4]　施策の今後の方向性（高知市内部評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

[5]　施策の今後の方向性（子ども・子育て支援会議委員による評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

評価

評価 4

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
の
内
容

市内３か所（総合あんしんセンター，西部，東部）に加えて，R4年4月に北部地域に子育て世代
包括支援センターを開設し，妊娠出産育児の総合相談窓口として，広く関係機関や市民に周知し，
利用を促進していく。令和３年４月からは，母子健康手帳交付時に全妊婦と面接する体制を整え，
妊婦の健康管理・養育環境のリスクや支援ニーズを把握し，情報提供や保健指導，相談支援を行っ
ている。潜在化した問題を抱え，支援が必要な妊婦を早期に把握し援助していけるよう相談支援体
制の拡充に努めるとともに，産科医療機関との連携を強化し，妊娠期からの支援や母体管理を行っ
ていく。

妊産婦の家庭や地域における孤立感を軽減し，安心して妊娠期を過ごし，子育てに臨めるように
サポートすることを目的とする地域の仲間づくりや産後ケア等のサービス提供や相談・支援の充実
に向けて子育て世代包括支援センターを中心に取り組む。

早産予防のための妊娠中の健康管理や，産後うつの予防のための知識の普及や啓発を，母子健康
手帳交付時やパパママ教室等の様々な機会を活用して取り組む。

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
へ
の
意
見

子ども・子育て支援会議委員からの意見を集約し,別添資料にて掲載
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高知市子ども・子育て支援事業計画 重点施策の点検・評価

[1]　概要

[2]　今後の方向性

①

②

③

④

⑤

・職員に対する研修 【保育幼稚園課】

・家庭支援推進保育事業

・私立幼稚園運営等に関する補助金 【保育幼稚園課】

【保育幼稚園課】・家庭支援推進保育事業

　幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿った教
育・保育の実施に取り組むとともに，研修の実施などによる職員の資質向上，教育・保育施
設と地域型保育事業者の連携や，幼稚園，保育所，認定こども園と小学校の連携・交流に取
り組みます。

幼稚園教育要領や保育所保育指針，また幼保連携型認定こども園教
育・保育要領に沿って，幼児期の教育・保育が行われるように取り組
みます。幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を意識した計画
を立て，教育・保育の質の向上を目指します。また，家庭環境や保育
を行う上で特別な配慮が必要とされる児童や家庭への支援について
は，全ての子どもの育ちを社会全体で応援していく考えに立ち，幼児
教育・保育に関する専門的知識や経験を有する子ども・子育て相談支
援員を配置し，園訪問での巡回相談により助言等を行うなど，家庭や
関係機関と連携を図りながら継続的に取り組むとともに，家庭環境や
発育状況に配慮した，よりきめ細かな保育の推進に努めます。

【保育幼稚園課】

〈教育・保育施設及び地域型保育事業者の連携の推進に関する内容〉
家庭的保育事業者等の連携施設（教育・保育施設）については，高知
市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下
「条例」という。）第７条に，事業者が適切に確保する義務を規定し
ています。確保が著しく困難な場合等で，一定の条件を満たす場合
は，条例附則第３条で10年間の経過措置を設けており，経過措置期
間中に市による調整を実施します。

主な関連事業等【施策関係課】

令和４年度実施事業

重点施策②　より質の高い教育・保育の推進

〈幼稚園教諭・保育士等の研修に対する支援に関する内容〉幼稚園教
諭・保育士等の研修については，これまでの積み重ねも踏まえ，高知
県教育センター主催等の研修とも連携を図りながら取組を推進しま
す。

【保育幼稚園課】

〈保育所・幼稚園等，小学校等との円滑な接続に関する内容〉幼児教
育と小学校教育との円滑な接続と双方の充実を目指し，各小学校区に
おける保育所・幼稚園・認定こども園と小・義務教育学校の教職員
が，幼児期から児童期への発達の流れの理解に基づく連携・接続を推
進します。各小・義務教育学校と連携する園を推進地区として指定
し，「のびのび土佐っ子【保・幼・小連携】プログラム」を基に，各
地域に応じた「人・組織・教育をつなぐ」取組を推進します。また，
「架け橋期」の教育の充実を目指し，「保幼小の架け橋プログラム」
モデル地域の取組支援と並行しながら，全市的な取組の充実に向けた
周知・啓発等を行い，各校区に応じた組織的な取組が行われるよう支
援していきます。

【保育幼稚園課・学校教育課】

・職員に対する研修

【保育幼稚園課・学校教育課】

・のびのび土佐っ子【保･幼・小連携】プログラム

・保･幼･小連携推進地区事業

〈子ども・子育て支援施設等の保育の質の確保・向上〉幼児教育・保
育の無償化に伴い，認可外保育施設等の子ども・子育て支援施設等は
一定の基準を満たした施設を無償化の対象としており，施設の申請に
よる確認審査の際に基準の適合状況を確認することになります。この
うち認可外保育施設については，国の指導監督基準を満たした施設が
無償化の対象となりますが，子ども・子育て支援法附則第４条第１項
で５年間の経過措置を設けています。経過期間中は認可外保育施設の
設置届があれば無償化対象施設となりますが，基準を満たしていない
施設については年１回の立入調査の際などで施設との関与をさらに深
め，適切に指導監督するなど，これまで以上に保育の質の確保・向上
に努めていきます。

【保育幼稚園課】

・私立幼稚園運営等に関する補助金

施策体系 2 幼児期における教育・保育の充実
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[3]　施策に関連する主な事業等の実施状況

別添資料４「実施状況等確認表」のとおり

[4]　施策の今後の方向性（高知市内部評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

[5]　施策の今後の方向性（子ども・子育て支援会議委員による評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

評価 4

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
の
内
容

新型コロナウイルス感染症への対応や子どもたちにかかわる事件や事故の発生により，教育・保
育施設に係る様々な配慮が求められている。危機管理，衛生管理，不適切な保育の防止，０～２歳
の保育の充実，家庭や地域との連携した子育て支援，発達に応じたきめ細かな支援等，幼児教育・
保育全般の充実が求められ，それらに対応するべく研修方法や内容について見直しを今後も続けて
いく。また，本市及び県等が実施する各種研修等に職員が参加しやすい環境の整備を行い，職員一
人ひとりの専門性や技術の向上を目指すことで教育・保育の質の向上に繋げていくための取り組み
を推進していく。

子ども同士の交流や教職員の連携の再開・継続に向け，年度当初の事業説明と実地調査の学校訪
問，県市部局連携による「保幼小の架け橋プログラム」のモデル地域である春野東小学校区をはじ
めとする各校区の要請支援，調査や報告書の分析等により把握した取組状況を基にした連絡協議会
や連携研修会の実施，架け橋プログラムＤＶＤの作成等による好事例を具体的に発信することを通
して，取組の促進を図った。また，教育委員会とこども未来部が連携した公立保育所・幼稚園の５
歳児園内研修等の声掛けにより，研修交流も取り入れられつつある。

評価

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
へ
の
意
見

子ども・子育て支援会議委員からの意見を集約し,別添資料にて掲載
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高知市子ども・子育て支援事業計画 重点施策の点検・評価

[1]　概要

[2]　今後の方向性

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

・地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）
　

【子ども育成課】

重点施策③　地域ぐるみの見守り・子育て支援体制の充実

　地域子育て支援センターや地域の中で核となる民生委員・児
童委員，保育所・幼稚園等，サークルやボランティア等が効果
的な連携体制がとれるような仕組みづくりを地域密着の視点で
進めます。

【保育幼稚園課・子ども育成課】

【母子保健課】

　子育て家庭が地域の中で孤立しないよう，地域ぐるみの見守りや地域での支え合い活動，地
域における連携体制の仕組みづくりを推進するとともに，地域子育て支援センターの整備や相
談機能の充実，子育てに関する重層的な相談支援体制の構築により子育て支援体制の充実を目
指します。

・地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）
　 【保育幼稚園課・子ども育成課】

・子育てサークル支援事業

・子育てパートナー支援事業

子育て家庭が地域の中で孤立しないよう，「地域ぐるみの見
守り」と地域での支え合い活動を推進します。

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

主な関連事業等【施策関係課】

【母子保健課】

令和４年度実施事業

・多胎家庭支援事業 【母子保健課】

【子ども育成課】

【地域共生社会推進課】

【母子保健課】

【母子保健課】

【子ども家庭支援センター】

【子ども家庭支援センター】

【保育幼稚園課】

【母子保健課】

・一時預かり事業（その他）

・妊産婦子育て相談はぐくみ

・こうちし子育てガイドぱむ

・親子絵本ふれあい事業

【母子保健課】

抱える課題が悪化しないよう，住民に身近な圏域で日常生活
の困り事を気軽に相談できる環境を整え，住民主体の見守り活
動など課題解決に向けた地域（住民や社会福祉法人・NPO・
企業など多様な主体）力の強化（ネットワークづくり）を進め
ます。

子育て支援の拠点整備については，東部・北部地域における
地域子育て支援センターの設置を視野に入れた検討を行うとと
もに，情報提供機能や相談機能の充実に向けた取組を進めま
す。

子ども・子育て，高齢，障害や地域活動を含めた各分野の社
会資源情報を，一括して，市民のみなさまや支援者向けに提供
できる仕組みを構築します。

・乳児家庭全戸訪問事業

【子ども育成課】

・ファミリー・サポート・センター事業

・子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

【保育幼稚園課・子ども育成課】

・「ほおっちょけん相談窓口」の設置

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

・社会資源情報収集提供体制の構築

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

・地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

【子ども家庭支援センター】

【子ども育成課】

【保育幼稚園課】

【母子保健課・子ども育成課】

・支援対象児童見守り強化事業 【子ども家庭支援センター】

・児童家庭相談

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

【母子保健課】

・一時預かり事業（幼稚園）

　子育てに関する情報発信については，切れ目のない支援を行
うために，既存の刊行物について妊娠期から子育て期までの情
報を整理するなど，今後も，効果的かつ効率的な発信方法に取
り組みます。

　相談支援については，個別の支援だけではなく，保護者同士
の交流の場を設け，地域の子育て関係機関と協働しながら，ノ
ウハウを蓄積するとともに重層的な支援体制の構築を目指しま
す。

・子育て短期支援事業（ショートステイ）

【地域共生社会推進課】

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

・子育てサークル支援事業

・子育てパートナー支援事業

【子ども育成課】

【子ども育成課】

施策体系 3 子育てしやすい環境の整備
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[3]　施策に関連する主な事業等の実施状況

別添資料４「実施状況等確認表」のとおり

[4]　施策の今後の方向性（高知市内部評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

[5]　施策の今後の方向性（子ども・子育て支援会議委員による評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
へ
の
意
見

評価 4

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
の
内
容

評価

　新型コロナウイルス感染症感染拡大が続く中，親子や地域での交流に支障の多い１年
であったが，孤立化が進まないよう，感染予防対策を徹底したうえで，支援の継続を
図った。
　令和４年度は北部地域に新たな地域子育て支援センターを開設し，多くの親子の利用
につながった。母子保健課所管の子育て世代包括支援センターを併設しており，妊娠期
から子育て期にかけて切れ目なく支援を行うとともに，子育て家庭が地域の中で孤立化
しないよう，地域における居場所づくり，子育てに関する情報提供の充実等に取り組ん
できた。
　また，親子絵本ふれあい事業について，より多くの親子に絵本や親子のふれあいの大
切さ，子どものよりよい発達のために必要なことを伝えるために，令和４年度から１歳
６か月児健診会場での実施を追加し，受診者からも好評を得ている。
　地域における支え合いについては，令和３・４年度と子育てサロンがなかった南部地
域での新設に向けた支援を行い，２つのサロンが開設された。このほかの地域でも，地
域の担い手とともに交流や相談，地域における居場所づくり，支え合いができるよう取
り組みを進めていく。

子ども・子育て支援会議委員からの意見を集約し,別添資料にて掲載
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高知市子ども・子育て支援事業計画 重点施策の点検・評価

[1]　概要

[2]　今後の方向性

①

・親子絵本ふれあい事業

②

③

④

【子ども家庭支援センター】・児童家庭相談

・産後ケア事業

・妊産婦子育て相談はぐくみ

・離乳食教室

・園庭開放・子育て相談事業

・一時預かり事業（幼稚園）

・乳児家庭全戸訪問事業

　妊娠・出産・子育ての過程において，母子保健活動や，各
種子育て支援事業などを重層的に実施することにより，子育
て家庭全体の育児力を高め，育児の負担感や孤立感の軽減を
図り，児童虐待の発生予防につなげていきます。

【母子保健課】

【保育幼稚園課】

【保育幼稚園課】

重点施策④　児童虐待の発生防止

【保育幼稚園課】

【子ども育成課】

【母子保健課】

【母子保健課】

【母子保健課】

・一時預かり事業（その他）

・子育て短期支援事業（ショートステイ）

・子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

【子ども家庭支援センター】

【子ども家庭支援センター】

【子ども家庭支援センター】

【子ども家庭支援センター】

【母子保健課】

・児童家庭相談

・養育支援訪問事業

・保健指導

令和４年度実施事業

　子育て家庭の育児力の向上，育児の負担感や孤立感の軽減のため，保健指導の必要な家庭
への母子保健活動の実施や，相談支援などの取組の重層的な実施により児童虐待の発生予防
につなげていくとともに，虐待予防に関する広報・啓発活動の実施，関係機関との連携強化
などに取り組みます。

主な関連事業等【施策関係課】

　子育てに関する相談支援体制の整備を進めるとともに，保
健・福祉サービス事業や医療機関との連携強化，職員の資質
や実践力の向上などを図り，支援を必要とする子どもや妊婦
の家庭を早期に把握し支援を行います。

【母子保健課】

・養育支援訪問事業

・利用者支援事業（母子保健型）（子育て世代包括支援センター）

・地域子育て支援拠点事業 【保育幼稚園課・子ども育成課】

【子ども家庭支援センター】

・子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

【母子保健課】

・産婦健康診査

・継続看護連絡票

・１歳６か月健康診査・３歳児健康診査

【子ども家庭支援センター】

【母子保健課】

【子ども家庭支援センター】

・子育て短期支援事業（ショートステイ）

体罰によらない子育て等の推進や，虐待予防に関する正し
い理解に向けた広報・啓発活動を継続実施するとともに，要
保護児童対策地域協議会を中心とした地域における虐待予防
のネットワークづくりを進めます。

【子ども家庭支援センター】

学校は，子どもたちが生命の尊さや生きることの素晴らし
さを知ることにより，自分自身を大切にし，自分のことや自
分を支えてくれる人々について考え，多くの人々とよりよい
関係を築いていけるよう，子どもたちへの指導・支援を行い
ます。併せて，幼児期の子どもの発達と生活の特徴や，子ど
もが育つ環境としての家族の役割について理解できるよう，
指導を工夫します。

【子ども家庭支援センター】

・思春期保健指導・相談事業 【母子保健課】

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

・児童虐待予防推進事業

施策体系 4 専門的な知識及び技術を要する支援の充実
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[3]　施策に関連する主な事業等の実施状況

別添資料４「実施状況等確認表」のとおり

[4]　施策の今後の方向性（高知市内部評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

[5]　施策の今後の方向性（子ども・子育て支援会議委員による評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
へ
の
意
見

評価 4

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し

等
の
内
容

　妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援を充実させるため，保健・医療・
福祉など関係機関によるネットワーク機能の強化と専門性の向上を図る。関係機関と連携
しながら，保護者からのニーズ・相談への適切な対応や養育へのサポートを行い，子育て
家庭が孤立化しないよう支援を図り，児童虐待の防止に努める。講演会・研修等の実施や
定期的な広報活動により，子どもに関わりのある機関や団体及び地域住民等における児童
虐待防止への取組促進や意識の向上を図る。

評価

子ども・子育て支援会議委員からの意見を集約し,別添資料にて掲載
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高知市子ども・子育て支援事業計画 重点施策の点検・評価

[1]　概要

[2]　今後の方向性

①

②

③ ・特別支援教育支援員配置事業

④ ・特別支援保育に関する研修会

⑤

・新生児聴覚検査事業

・就学への移行支援

・放課後等デイサービス

・障害児相談支援事業

⑥ ・日中一時支援事業

⑦

⑧

⑨

重点施策⑤
 障害などの特別な支援を必要とする子どもへの支援の充実

・保育所等訪問支援事業

【障がい福祉課】

【障がい福祉課】

【障がい福祉課】

【障がい福祉課】

【障がい福祉課】

【障がい福祉課】

・自立支援協議会・就労検討会

・短期入所事業 【障がい福祉課】

・特別支援学校進路相談会 【障がい福祉課】

・就労移行支援事業

・１歳6か月児健康診査・３歳児健康診査

【保育幼稚園課】

【教育研究所】・専門医相談・心理相談

【教育研究所】

・放課後児童クラブ

・早期療育相談

・親子通園施設ひまわり園

・子ども発達支援センター相談事業

・要保護児童対策地域協議会

・教育相談，就学相談

主な関連事業等【施策関係課】

サポートファイルの機能を十分に活かすために，内容なども
工夫しながら，入手できる機会を拡充して，関係各課及び関係
機関での活用を推進します。

子ども発達支援センターの早期療育教室やひまわり園を始め
とする発達支援の取組を通じて，きめ細かい支援を行うととも
に，関係機関と連携し，児童発達支援サービス等へのスムーズ
な移行を目指します。

令和４年度実施事業

　 障害など特別な支援を必要とする子どもの健やかな成長・発達のため，将来を見通した切
れ目のない支援となるように，早期発見・早期療育システムの充実やサポートファイルを効果
的に活かした関係機関との連携に取り組むとともに，子ども一人ひとりの発達や障害の特性に
応じた支援の充実に取り組みます。

・児童発達支援事業 【障がい福祉課】

・特別支援加配保育士雇用補助金

・特別支援学級における指導

・保育所，幼稚園等への技術支援

【保育幼稚園課】

【教育研究所】

【保育幼稚園課】

・市立学校教職員研修 【学校教育課】

【保育幼稚園課】

【母子保健課】

幼児期の健康診査について受診率向上や従事者の資質向上に
取り組むとともに，子どもの障害や発達の遅れに対する保護者
の受容過程に配慮しながら，子ども発達支援センターや保育
所・幼稚園等，専門医療機関などの関係機関の連携のもと，子
どもの障害や発達の遅れの状態に合わせて，必要な支援につな
がることができる体制を目指します。

　小学校就学前の子どもに対する早期支援の観点から，保育
所・幼稚園等が教育研究所や子ども発達支援センターなどの関
係機関と連携して，一人ひとりの発達に応じた支援活動が行え
るように取り組みます。また，児童発達支援事業所の確保に取
り組むとともに，児童発達支援事業所・保育所等訪問支援事業
所と子どもの就園先・就学先との連携が図られるように取り組
みます。

【子ども育成課】

【子ども育成課】

【子ども育成課】

・高知市医療的ケア児および重度の障害のある子どもの支援検討会

・サポートファイルの活用推進

【子ども育成課】

【子ども家庭支援センター】

指定障害児相談支援事業所の確保に取り組むとともに，相
談支援機能の強化に資する研修を実施します。

【子ども育成課】

【子ども育成課】

【障がい福祉課】

【母子保健課】

　学校教育においては，通常の学級に在籍する児童生徒の教育
相談を行い，必要な支援を学校や保護者と一緒に考えていきま
す。また，知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級の授業
づくりや支援方法については，学校等からの要請により特別支
援教育スーパーバイザーが助言を行っていきます。そのほか，
研修等を通じて校内支援体制や指導の充実に取り組むととも
に，特別な教育的支援を必要とする児童生徒について，就学・
進学時のスムーズな移行支援に取り組み，個別の教育支援計画
や指導計画などに基づく支援の充実を図ります。

　放課後や長期休暇を支援する日中一時支援事業や放課後等デ
イサービス等の支援内容の充実に取り組みます。放課後児童ク
ラブについては，障害特性に関する研修等を充実するととも
に，学校や関係機関との連携を進め，一人ひとりの特性に応じ
た支援を行います。

 　卒業後に向けた支援については，特別支援学校進路相談会
を効果的に開催するとともに，就労アセスメント力の向上を図
り，関係機関との連携強化に取り組みます。

　「高知市医療的ケア児および重度の障害のある子どもの支援
検討会」での協議を通して，医療的ケア児及び重度の障害のあ
る子どもが地域で安心して生活できるための支援の充実に取り
組みます。

施策体系 ４ 専門的な知識及び技術を要する支援の充実
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[3]　施策に関連する主な事業等の実施状況

別添資料４「実施状況等確認表」のとおり

[4]　施策の今後の方向性（高知市内部評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

[5]　施策の今後の方向性（子ども・子育て支援会議委員による評価）

５：現在の取組を継続 ２：施策の方向性の見直しが必要

４：課題への対応を行い取組を継続 １：施策自体の見直しが必要

３：既存事業の見直しや新たな取組が必要

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
へ
の
意
見

課
題
へ
の
対
応
・
見
直
し
等
の
内
容

　子どもの成長発達を確認する大切な機会である乳幼児健診等のスクリーニングに
て，早期発見を行うとともに，フォローが必要になった児と保護者が子どもの成長過
程に応じた支援を受けられるよう，関係機関と連携した支援体制を構築していきま
す。
　子ども発達支援センターでは，発達障害の疑いのある児の早期発見・早期療育支援
体制を整備しており，事業や相談支援を通して，必要に応じて専門医療機関や児童発
達支援事業所につなげている。
　保育所等への支援としては，事業を利用した児の情報共有や，希望のあった園に出
向いての出前講座を行い，連携を深めている。
　また，平成27年度に開設したひまわり園「ゆったりっこクラス」は，早期支援，
保護者支援の場となっており，今後も内容の充実を図りながら継続する。
　「高知市医療的ケア児および重度の障害のある子どもの支援検討会」は令和４年度
においては２回開催し，災害時支援に関する検討や，支援が必要な子どものための子
育て応援ブック「ふくふくまっぷ」の改訂を行った。
　障害児への切れ目のない一貫した支援を実現するためのツールである「サポート
ファイル」は，保護者の記載の負担を減らし，より利便性を高めるため，様式の見直
しを図りつつ，今後も引き続き活用推進の取組を進めていく。
　放課後や長期休暇を支援する放課後等デイサービス事業所は増加傾向にあり，利用
児童も増加している。それぞれの子どもの障害特性や発達に沿った支援が行えるよ
う，事業所職員のスキルアップを関係機関と連携し取り組んでいく。卒業後に向けた
支援については，特別支援学校進路相談会を効果的に開催するとともに，就労アセス
メント力の向上を図り，関係機関との連携強化に取り組む。

評価 4

評価

子ども・子育て支援会議委員からの意見を集約し,別添資料にて掲載
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